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資料１ 



• 協議会では昨年度の勉強会において、特にご意見をいただいた内容を取り上げ、
詳細な内容について検討します。 

• 第４回では、以下の①②について説明したいと考えています。 



• 本日は協議会のふり返りと都市計画変更・地区計画素案（たたき台）の
内容の確認をしたいと考えています。 







○：建築可   ×：建築不可  －：用途地域の制限で建築不可 

• 上記表のほかに、1階部分における住宅用途についても禁止することを考えています。 
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① 

変更前 
第１種低層 

住居専用地域 
60％ 150％ 

変更後 近隣商業地域 80％ 300％ 

② 

変更前 
第１種低層 

住居専用地域 
60％ 150％ 

変更後 商業地域 80％ 400％ 

• 延焼遮断帯の形成及びにぎわいの確保に向

け、用途地域の幅を20mから30mに変更

します。（現在、東京都と協議中です。） 

20m 20m 

30m 30m 



① 第１種高度地区 

最低高さ7mの 
高度地区 

② 第2種高度地区 

③ 第3種高度地区 

• 建物を不燃化する高さ7mを確保するため、

用途地域の変更と併せて、最低高さ7mの

高度地区を新たに指定します。 

20m 20m 

30m 30m 



• 建物を不燃化する幅30mを確保するため、

用途地域および高度地区の変更と併せて、

防火地域の指定も変更します。 

① 

準防火地域 防火地域 

② 

20m 20m 

30m 30m 



(仮称) 
沼袋区画街路第4号線沿道地区地区計画 

沼袋１丁目、沼袋２丁目、沼袋３丁目、沼
袋４丁目、新井３丁目、新井４丁目、江古
田4丁目各地内 

約10.9ha 

• 地区計画の名称・位置・面積は以下に示

すとおりです。 
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第3種高度地区と 
同内容の制限 










